
沖縄県教育委員会訓令の一部改正（沖縄県教育委員会の所管に属する

非常勤職員の給与、勤務条件等に関する規程の一部を改正する訓令）

総務課

沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則第４

条第１項第２号及び沖縄県教育庁事務決裁規程第５条第１号の規定に基づき、

統括監専決により処理したので、同規則第６条の規定により報告する。

１ 訓令の概要（沖縄県教育委員会の所管に属する非常勤職員の給与、勤務条件

等に関する規程）

非常勤職員の身分、任用、給与その他の勤務条件に関して必要な事項を定め

た教育委員会訓令

２ 改正の経緯及び必要性

成年被後見人等に係る欠格条項の見直し

成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人又は被保佐人

であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利の制限

に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律（令和元年

法律第37号）により地方公務員法（昭和25年法律第261号）の一部が改正さ

れ、同法で規定する職員の欠格条項から成年被後見人又は被保佐人が削られ

たことを踏まえ、訓令の規定を整理する必要がある。

３ 改正の概要

地方公務員法の一部が改正され、同法で規定する職員の欠格条項から成年

被後見人又は被保佐人が削られたことを踏まえ、規定を整理する。

４ 公布日（公報登載日）及び施行年月日

公 布 日 令和元年12月10日

施行年月日 令和元年12月14日

５ 新旧対照表 別添参照

６ 根拠法令 地方公務員法第16条第1号

令和元年第18回教育委員会会議 報告事項（１）
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